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ーっとしての北欧

Nordic Countries: As One Country 

常務理事早稲田大学教授 中嶋 博

北欧の文化の現況を紹介する文化の祭典である

sスカンジナビアツデー， (Scandinavia Today)の

一大エへントが、今、東京をはじめとして各地で

くり広げられている。

美術、工芸、デザインを始めとし、映画、文学、

音楽等の多岐にわたる分野のスカンジナビア文化

の現況を、園内において我々が身近に感じること

が出来るということは、かつてないことである。

しかしこれを可能にしているのは、今回のェベ

ントの主催者である北欧閣僚評議会 (Nordiska

ministerradet)と北欧理事会 (Nordiskaradet)の

努力により、 ‘ーっ としての北欧'が実現してい

ることによる。

さて筆者はこのほど計らずも、この‘スカンジ

}ナビア ツデー'に呼応する形で、フィンランド

・アカデミー招勝、日本学術振興会派遣による学

術交流者として、フィンランドを訪れ、北欧理事

会フィンランド代表部の人々と親しく意見を交換

するを得て、この‘ーっとしての北欧'を実感し

たことであった。

ところで、北欧理事会と北欧閣僚評議会につい

て一寸説明をしておく必要があると考える。

すなわち1952年に北欧理事会が設立されたが、

これによって 5か国相互を旅行するにパスポート

を必要ともしなければ、自国で得た社会保障上の

特権は他国でも生かされることとなった。

1962年にはへルンンキ条約が結ばれ、外交、安

全保障を除く広い分野で各国政府がより協力を強

めることとなった。

そして1971年に北欧閣僚協議会が結成され、現

Managing-Director Prof. Hiroshi Nakajima 

在、文化、教育担当の各国2人の閣僚(アイスラ

ンドはl人)で構成されているように、とくに、

文化、教育、学術の協力体制をとっており、本部

はコベンハーゲンにある。

また国家間協力の財源は、スカンジナビアの国

民総所得高に占める各国の割合に基づく査定に従

し、拠出しているが、 1987年度の北欧閣僚評議会の

予算75，000，000ドルのうちスウェーデンは最高の

37.1%を出資している。

北欧理事会の本部はストックホルムにあるが、

フィンランド代表部は本年 2 月 23~27 日の第35回

大会のホスト役を引受けているようにホットな北

欧情報をキャッチするに大変好都合であった。

最も印象的なことは、 5か国聞の理解と協力に

は積極的な教育(例えば、北欧を知ろうグといっ

たテキスト、学童 生徒の相互ホーム・ステイ、

教科書の相互交換編集等)を絶えず行っていると

いう点であった。

また今回の文化イベントに留らず、我が国との

積極的な教育交流、さらに強力な学術協力が要望

されたことを付言しておきたい。
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スウェーデン脳死法の誕生

Swedish law of brain-death 

1987年 5月6日、 60人もの発言者による 5時間

にもわたる熱心な議論の後、スウェーデンの脳死

法 (Iagenom kriterier for bestammande av 

manniskans dod :人間の死の決定に関する基準

についての法)は国会で可決された。賛成216票、

反対96票、棄権 3票、欠席34名であった。これに

より、同法の施行される来年 1月 1日からスウ

ェーデンにおいては「完全で回復不能な脳機能の

停止」をもって、人工呼吸器により生命を維持さ

れている患者の法律上の「死」と見なされること

になる。ただし 2つの例外があり、それは妊婦で

その胎児が帝王切開で救える場合と移植のための

臓器摘出が予定されている場合である。これは従

来の心機能の停止をもって「人の死」と見なして

いた「慣習」と異なり、人の「死」の定義を人為

的に定めた全く新しい法である。それだけに各政

党とも、あらかじめ国会議員達にたいして投票指

示をせず、全く各議員の良心に任せたため、投票

結果は圧倒的賛成の与党を除き各政党を分裂させ

た。事前調査では与党社会民主党は賛成135反対

11、共産党は 8対 8、国民党は賛成33反対10、穏

健党は賛成24反対45、中央党は賛成16反対33、キ

リスト教民主同盟は反対 1であった。今回の論議

においては、「医師が医師」に「教授が教授」に

「キリスト者がキリスト者」に対立したと言われ、

賛成派反対派共に簡単には色分けできない。問題

はそれだけ複雑で、理性と議論を尊ぶ、スウェーデ

ン人にとっても割り切れないものを残している。

2. スウェーデンの脳死立法小史

スウェーデン第三の都市マルメで年金生活を送っ

ているモルテン・ウェルネル氏は、退職前は聖パ

ウロ教会の議論ずきな牧師であった。氏は穏健党

の国会議員になった後、はやくも 1970年に脳死に

関する動議を国会に提起していた。スウェーデン

の脳死法の父と言われる由縁である。実際、今回

成立した脳死法案は氏が1974年に提出した動議案

七、基づいている。臓器移植を常に念頭におく氏は、
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Dr. Ichiro Fukumoto 

脳死法成立に満足してつぎのように言う

「自らの死を通じて他人を健康にするのは良きキ

リスト者の務めである。」

ただ臨床に携わる医療スタッフ特に麻酔医にと

っては、脳死法による影響が特に大きいというわ

けではない。というのは1973年の社会福祉省の通

達 (MF1973:29)によって、「脳死」状態にあ

る患者の治療を打ち切る権限を既に与えられてい 創

るからである。この通達は1982年の省令 (S0 S 

F S (M) 1982: 57)によって「脳死患者の予後

と治療」を一部追加、改正されて今回の脳死法の

医学面の骨格となった。政府任命委員による諮問

委員会報告書は、「死の概念 (Dodsbegreppet) J 

S 0 U 1984 : 79， 80として発行された。 ①この報

告書は、専門医、法律家による詳細な調査書であ

り、死の医学的記述から各国の脳死法制定状態調

査、脳死の概念に関するアンケート調査、医師・

看護婦に対する死に関する知識調査、それに膨大

な文献を網羅した、現代の「死者の書」と言えよ

う。スウェーデンの法律の制定はほとんど常にこ

のような詳細な調査書が公開され、国民に十分な

議論の材料と時聞を与えた後、国会で最終的に討

議される。国民は法の提案、討議、形成に(もし
a・~ I ~目

その熱意があれば、様々の方法で)直接参加する

ことが出来る。

3.脳死法の賛否

議長のタノレシュフ議員が、これまでにない素晴し

L、議論であったと最後に全員に感謝したほど、国

会での議論はこれ以後の模範となるほど極めて実

質的に行なわれ、投票者達の大部分は討論を聴い

て初めて自分の意見を決定した。 5時間の議論は

それ自体スウェ ーデンの議員達の熱心さと北欧民

主主義の裾の広さを示すものであるが、ここでは

ただ代表的な意見を紹介するに留める。②

① 国会での反対意見

生と死の問題は果たして国会で討議すべき問題

かどうか、疑問に思う。国会に提出するのは、全



く馬鹿げたことだ。シグルドソン厚生大臣は脳死

法は臓器移植の必要性からは独立しているべきだ

というが、今までこの関係が国会で論ぜられたこ

とはなく、この関係を故意、に隠すのは間違いだ。

(穏健党ヨンソン議員) 我々は死を五感で経験

する。その他のことは全く無用だ。倫理は技術に

先行すべきだ。また賛成者達は、臓器銀行は許さ

れないというが、移植のためにとかれだけ長く脳死

患者を生かし続けるか、絶対的な限界が示されて

いないではないか。(社民党ベーション議員)

生物学的にまだ生きている人に死を宣告するの

は、人を医学研究の対象と考えるのと同じく人間

の尊厳を損なうものだ。また脳死法は、他の関連

した諸問題、遺伝子操作、胎児診断、人工受精そ

して臓器移植問題などと一体を成しており、決し

て単独で議論されるべきではない。(共産党ラン

ツ議員) 人身への強制的な侵襲(著者注 主に

拷聞を指す)の禁止は、低開発諸国だけでなく、

スウェーデンにも適用されるはずだ。脳死法案に

欠如していると思えるのは死にゆく者と死者との

統一性だ。またエマニュエル・カントは何人も他

の人の手段として用いられるべきではないと述べ

たが、これはカール・マルクスの考えにも共通す

る思想である。この考えはまだ有効なのか、それ

とも修正されるべき時なのか?そもそも脳死法案

制定は、臓器移植を増やしたいために進められた

ものの様に思える。(穏健党ピェルク議員) こ

のピェルク議員は、自分自分も内科学の教授であ

り、脳死法反対の急先鋒のひとりである。教授は

脳死法の成立に伴い、国会議員を辞職することを

表明した。教授の弁論は今まで国会でなされた最

も感銘深い弁論であったと国民党のカールス議員

は述べていた。 ③

① 国会での賛成意見

医療技術の進歩は社会の疑問を生じ、それは社

会のモラルを必要とする。そのモラルは民主的に

成文化されねばならない。脳死法反対者は潜在的

に知識を蔑視している。彼等は死を主観的な経験

に留め置き、神秘的な定義に逆戻りさせようとし

ている。(共産党スベンソン議員) 先進西欧諸

国の中ではわずかにデンマークとスウェーデンの

みが脳死法を有していなし、。また何処に人間の精

神と霊が宿っているか?我々の経験からするとそ

れは脳以外の伺処でもなし、。脳こそ生命の実際的

な源なのだ。(社民党スベンソン議員、スウェー

デン伝道教会の熱心な会員) 今日では心機能の

停止は必ずしも人の死を決定するのに十分な基準

とはなりえない。(国民党タルシュフ議員) 我

々が法的に心臓移植が不可能だと Lづ理由で、心

臓移植の患者を海外に送って手術しているのは非

倫理的だと思う。(穏健党ハクeルンド議員)

4 医師会の医師達の態度

スウェーデン医師会に加入している26，000人の

医師のうち、わずか200名程が脳死法に反対して

いるとしづ。医師達は脳死の診断について一致し

た意見を有しており、毎年200から700名生じると

しづ、人工呼吸器に依存して生命を維持される完

全な脳梗塞は回復することが決してなく、専門医

の診断はこと脳死に関する限り誤ることはないと

確信している。脳死患者の予後に関しても、たか

だか14から20日しか人工呼吸器の下でも生存出来

ないとされており、決して回復することのなL、患

者を 1C U (集中看護室)にいれて毎日3000クロー

ネもの貴重な医療費を使うことは社会全体にとっ

て無駄だという考えが支配的である。サールグレ

ンスカ病院麻酔科のブリュンゲル上級医は、「人

工呼吸器のスイッチをきる事にはなんの感傷もな

し、。死体の後始末をするにすぎない。」と公言し

てはばからない。

単独病院としては北欧最大の規模を誇るサール

グレンスカ病院は、また年間約300件の腎移植が

行なわれているスウェーデン最大の腎臓移植のセ

ンターでもある。

臓器移植に携わっている医師達には、脳死法は

新鮮な臓器をスウェーデンでも移植に利用出来る

ということになるため、近年にない朗報として受

け取られている。免疫抑制剤シクロスポリンの使

用のお陰で生着率95%以上を誇るスウェーデンの

死体腎移植はもちろんのこと、現在まで20件の手

術が行なわれ内 6人が生存している肝臓移植、既

にサールグレンスカでも失敗の経験を持つ心臓移

植も、脳死法の成立のお陰で血液循環を止めずに

移植まで臓器を保存出来るために飛躍的な進歩が

期待されている。特に心臓移植は、現在でも 16人
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の患者が緊急に移植されねばならないとされてい

るが、スウェーデンはこれまで、オランダにある

国際心臓銀行に参加できなかったため、移植心の

海外からの供給が望めなかった。今後は毎年約

100件の心移植が行なわれる予定と、ウィリアム

・オルスソン教授は述べている。①臨床の現場

で既に脳死基準が適用されてきたこともあって、

医師達の脳死法への感心はそう高いとはし、えず、

当然の事として極めて冷静に受け取られている よ

うに思える。

5. 今後の問題

脳死法に賛成してきた人々や医師達の極めて理

性的な態度に対し、一般のスウェーデン人の受け

取り方はそう単純ではないようである。フディン

ゲ病院移植外科のグロ ス医師に よる と、 l年前に

は臓器移植反対者は約一割であったのに、脳死法

成立からほぼ 1カ月たった後で怯約半数の人々が

臓器移植に反対していると L、ぅ。① そ の ためサー

ルグレンスカ病院では臓器提供者がし、なくなり、

この 5カ月に予定されていた腎移植50件のうちま

だ30件しか消化されていないとし、う。移植医達は、

とっつきにくい脳死判定基準に不安を抱 く一般の

人々に対して臓器移植についてわかりやすく説明

する必要を痛感するようになり、「臓器提供者に

なるのは社会の一員 としての義務を果たすこと」

「自分の臓器は人にあげられる最高の贈り物JI死

は飛行機の着陸のようなもので最も自然な人生の

終わり JI患者自身の意志と肉親の許可なしには

臓器は移植に利用されることはなし、」などと啓蒙

に努めている。@沼海

世界 l、 2を誇る長寿命と個人主義の気風それ

に十分な社会福祉のお陰で、身寄りのない独り暮

しの老人の決して少なくないスウェーデンでは、

臓器の提供に関して「患者の意志JI肉親の同意J

を得る事は必ずしも容易ではなく、脳死法の乱用

に歯止めをかけ移植医の熱意に抗して、患者の意

志と インテグリテ ィを尊重しとおすためには新し

し、臓器移植法の制定が強く望まれている。それは

脳死法反対者の一人が前述のように既に予測して

いたことである。

また脳死法には妊婦と臓器提供者の 2つの除外

例が定められているが、それに該当する患者を看

4 

護することを強いられている看護スタッフにとっ

ては、法的には既に「死亡している」と見なされ

ている 「死体」を看護することになり 、今まで経

験されなかった問題を生じると心配されている。

脳死法推進者のウェルナ一氏は、脳死した妊婦は

胎児のための「保育器」にすぎないと述べている。

しかし医師以外の一般の人々がその考えを受け入

れるのは、「断頭された時が人の死」と考えてい

たバイキングを祖先にもつスウェーデン人達にお

いてさえそう易しいことではないようである。脳

死法の成立は人々に生と死を理性的に考えねばな

らぬ時代が到来 したことを強く自覚させる ととも

に、「死に行く者」 と 「死者」に対する伝統的な

態度の変更を求めている。生命維持装置の発明が

脳死人聞を作り出し、臓器移植外科の進歩が脳死

法の成立を進めた。 遺伝子工学とあいまって、生

命を直接人間の意志でコントロールする最近の医

学技術の急速な進歩に、我々人間の心は十分につ

いて行けるのであろうか。この様な時代において

は、 新しい技術も法も、実際の運用は専門家達の

裁量に負うところが非常に大きい。今日ほど医の

倫理が強く求められている時代は今までなかった

といえよう。

6. 文献

①Dodsbegreppet， SOU 1984 : 79，80 

①Doden b1ir 1ag， Riksdag & Department 

1987 : 17， p 2 -3 

①、216 for-9 6 emot"， ArbetetlTorsdag 7 

maj 1987， p 7 

①En fin uppgift hja1pa andra att b1i 

friska， Arbetet/Torsdag 7 maj 1987 

①Debatt som oroar， Arbetet/Torsdag 4 

juni 1987，p 6 

①'Tota1 hjarninfarkt ska1 for dodfork1ari-

ng， Lakartidningen Vo1ym 84， Nr. 6 ， 1987， 

p 337 

⑦Kritiken _mot nytt dodsbegrepp bygger 
pa fe1aktiga uppgifter: Lakartidningen， 

Vo1ym 84， Nr.15， 1987， p 1215 

①Dags att kapitu1era! : L北 artidningen，

Vo1ym 84，Nr.1987， p 1624-1625 

‘日



<SIPニュース>

1987/88年度国会開会 :
スウ ェーデン経済に明るい展望、ただ し、 過熱を避けるには緊縮が必要

イングヴァル・カールソン首相 CPrimeMinister Ingvar Carlsson)が、1987/88年度国会の開幕にあ

たり、政府の政策に関する演説を行なったが、その骨子次の通り。

「スウェーデンの生産と投資は増加しており競争力の改善が認められる。対外赤字が減ると同時に、

公共部門の財政が好ましい収支を示している。また、実質所得が上昇していると共に、失業も減った。

従って、目下のところ、長期的で安定的な経済成長を創造することに努力を集中させる必要があるが、

これには低いインフレ率と十分に機能する柔軟な経済が不可欠である。

なお、経済の過熱傾向を回止するために、来年度予算に関する作業においては緊縮対策が基調となる

であろう。そこで政府としては、今後公共部門の昇給にとって極めて重要と思われる条件を具体的に述

べてし、く予定である。

環境保護については、空気汚染並びに酸性化抑制策と古い貯蔵毒物の処理法に関する法案が提出され

る見込みである。環境法も今後厳しくなるはずで、特に汚染にさらされるスウェーデンの二地域が特別

な行動計画の実施対象となる見込みである。また、政府はストックホルムを本拠地とする国際環境技術

' 研究所を設立する予定である。
福祉の改善のための資源を増加させるような好もしい経済動向をバックに、政府は児童保護サービス

の拡張、疾病保険並びに出産育児休暇の改善に優先権を与えている。それと同時に、腰、冠状動脈、白

内障の手術のキャパシティの増大を含む公共医療サービスにおける調整の向上及び効率のアップが促進

されることとなろう。

さて、スウェーデンは今後とも、意欲的に難民政策に取り組む意向で、外国嫌いや人種差別主義撲滅

のための特別委員会を任命する予定である。

国際情勢に関してだが、スウェーデン並びに他のEFTA諸国は、ヨーロッパの貿易障壁撤廃と全18
が国を包含する域内市場設立のために、目下、積極的にEEC諸国との調整を進めている。因みに、今

秋中にも、西欧の統合へのスウェーデンの関わりに関する特別レポートが国会に提出される見込みであ

る。スウェーデンは今後とも、国際開発援助への支持を惜しまぬ決意で、政府は環境保護を開発援助し

目標の一つに加えることを提案する予定である。」

軍縮と開発に関する国連会議におけるスウェーデン:
防衛産業の民間生産への転換を検証する ことが重要

ニューヨークて、聞かれた軍縮と開発の関係に関する国連の国際会議においてスウェーデンの外相ス

テーン・アンデション CStenAndersson)が行なった演説骨子、次の通り。

「核兵器の軍拡戦争が我々の主要な関心事であり、核軍縮は人類がこれまでに直面したことのない否

応のない政治的挑戦であるが、従来兵器の軍拡競争は抑止することも肝要である。従来兵器及び軍隊の

支出減らしに関する話し合いも、参加国全体の軍事努力の抑止並びに縮少に貢献することとなろう。

何百万人もの人々が食料ゆ医療や基礎教育を欠いている一方で、毎年、何千億ドルにものぼるお金が

限りなく精巧になってし、く兵器システムに費されていくのが現状である。因みにこの軍事支出全体の約

80%が、従来の防衛体制に割当てられている。

軍拡競争は、兵器製造技術におけるほとんどあらゆる技術革新が行なわれているごく少数の国々だけ

がしのぎをけずっているわけでは決してない。武器市場は今や世界的広がりを見せており、その形も応

々にして補助を支給されて売られる余剰措置の出荷から超近代兵器システムの商業的移転へと発展して

きている。なお、この変還は、労働力の軍産分離へ発展途上国が徐々に統合されていくことを含むもの

である。

武器移転に関する問題は、国際的レベルで、話し合わねばならず、まず第一に、武器の輸出者と受取人

の相方を対話の席に坐らせることが必要である。スウェーデン政府は、まもなく国の法規を検証し、ス

ウェーデンの武器輸出の抑制と制御に関する更なる措置を案出する予定である。

防衛産業の多様化並びに転換の問題については、競争製品の開発は時間がかかるし、防衛産業で働く

人々は、自分の福利への脅威として軍縮を受けとめるので、この種の方策の検証を開始することが今日

既に肝要とな っている。そのために、スウェーデンは国連総会の勧告に則って、軍縮と開発の関係に関

する国家的な研究を行な って きた。また、我国は、諸外国がこの種の国家的研究を行なうことを歓迎す

るものである。

スウェーデ ンの研究は、全体的な軍縮の経済への推移的な影響が大したものでないことを示している。

地域的な経済及び社会的困難に打ち勝つには、当該企業の民間部門を拡張する段階が踏まれねばならな
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し、。そのために、スウェーデンはこの目的のための特殊な方法を目下、考慮中である。因みに、失業率

上昇の危険は、軍縮反対の理由として根拠のあるものとは思われない。」
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国際理解と共通の安全保障のためのウーロフ・パノレメ記念基金が10月7日に発表したことによると、

1987年度ウーロフ・パルメ賞は、南アの鉱山労働者の組合リーダーで有名なシリル・ラマフォサ

(Cyril Ramaphosa)に贈られた。今回の賞は、人権のための南アの鉱山労働組合員の共通の闘争におい

て、彼らが明示した賢明なる勇気とラマフォサ氏の尊厳を讃えて授与されたものである。ウーロフ・パ

ノレメ賞の授与は今回が初めてで、受賞式は10月24日、ストックホルムにおいて行なわれる。

シリル・ラマフォサにウ一口フ・パルメ賞、
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